
質問書様式 別紙

件名

番号 質問分類（選択） 質問対象（選択） 質問箇所 質　問　事　項 回答（発注者使用欄）

1 質問書A(申請書等に関する質問) 技術資料作成説明書

1.技術提案書の提出
様式‐提案2　技術提案書

様式‐提案2では、「1.課題と着目点」を記述するよう
になっています。先般、公告された「館山自動車　豊成
高架橋耐震補強工事」では、様式‐提案2で「課題と着
目点」の記述を求められていません。一次審査で記述し
た内容を本様式に記述しなければならないのでしょう
か、ご教示願います。

本件工事の様式‐提案2については、「館山自動車道　豊成高架橋耐
震補強工事」から見直しを行っております。
作成にあたっては、「技術資料作成説明書（令和7年12月8日改
訂）」及び「技術提案書作成説明書（令和7年12月8日改訂）」を熟
読願います。

2 質問書A(申請書等に関する質問) 入札公告（説明書）　※技術提案書
に係る評価項目、評価基準に関する
部分を除く 競争参加要件　施工実績　同種工事

a)次の①又は②の実績を有すること
　①道路橋における下部工の耐震補強工事
　②道路橋における下部工の新設工事

PC3径間連続方杖ラーメン箱桁橋の実績は、「②道路橋
における下部工の新設工事」に含まれますでしょうか。
（図面添付いたします。）

橋脚の施工が含まれるPC3径間連続方杖ラーメン箱桁橋の施工実績で
あれば、入札公告（説明書）に示す競争参加要件の施工実績の同種
工事a)②に含まれます。

3 質問書A(申請書等に関する質問) 技術提案書作成にあたっての課題と
着目点（一次審査）（段階的選抜方
式対象工事の場合）

技術提案書作成にあたっての課題と着目点

様式４【技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一
次審査)】を作成するにあたり、「評価項目①橋脚のコ
ンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品
質確保に関する技術提案」及び「評価項目②橋脚のコン
クリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質
確保に関する技術提案」の範囲について、特－（１）梁
補強工　入間高架橋P2 P4、P5、P7～P16は、対象範囲外
と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

梁補強工のコンクリートは評価の対象となります。

4 質問書A(申請書等に関する質問) 技術提案書作成にあたっての課題と
着目点（一次審査）（段階的選抜方
式対象工事の場合）

技術提案書作成にあたっての課題と着目点

様式４【技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一
次審査)】を作成するにあたり、「評価項目①橋脚のコ
ンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品
質確保に関する技術提案」及び「評価項目②橋脚のコン
クリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質
確保に関する技術提案」の範囲について、鋼板巻き立て
の根巻きコンクリートP11、P12、P14、P15、P17につい
ては、数量総括表の8-1(1）に入っておりますが、対象
範囲外と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

鋼板巻立ての根巻コンクリートは評価の対象となります。

5 質問書A(申請書等に関する質問) 技術提案書作成にあたっての課題と
着目点（一次審査）（段階的選抜方
式対象工事の場合）

技術提案書作成にあたっての課題と着目点

様式４【技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一
次審査)】を作成するにあたり、「評価項目④高速道路
上の仮設防護柵による固定規制内への工事用車両の流入
および流出時の安全管理を目的とした技術提案」の範囲
について、「高速道路上の仮設防護柵による固定規制内
～」とありますが、入間ICのCランプ橋P1（04-2.設計図
(入間).pdf、177/243）及び、Dランプ橋のP2（04-2.設
計図(入間).pdf、178/243）が対象範囲であり、入間IC
のCランプ橋A1、Dランプ橋のA2は、対象範囲外と考えて
よろしいでしょうか。ご教示ください。

固定規制内での作業を指定しているものではないため、貴社の施工
計画に基づき、作成願います。

6 質問書A(申請書等に関する質問) 技術提案書作成にあたっての課題と
着目点（一次審査）（段階的選抜方
式対象工事の場合）

技術提案書作成にあたっての課題と着目点

様式４【技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一
次審査)】を作成するにあたり、「評価項目④高速道路
上の仮設防護柵による固定規制内への工事用車両の流入
および流出時の安全管理を目的とした技術提案」の範囲
について、固定規制とは、路肩規制した仮設防護柵への
工事車両の流入及び流出が対象と考えてよろしいでしょ
うか。
また、仮設防護柵の設置撤去時の走行車線規制は、対象
外と考えてよろしいでしょうか。それぞれご教示くださ
い。

その通りお考え下さい。

7 質問書A(申請書等に関する質問) 技術提案書作成にあたっての課題と
着目点（一次審査）（段階的選抜方
式対象工事の場合）

様式一提案１　【（改善）技術提案意思確
認書】評価項目①および②

評価項目①および②において、梁補強工のコンクリート
は着目点の対象に含まれますでしょうか。

梁補強工のコンクリートは評価の対象となります。

8 質問書A(申請書等に関する質問) 技術提案書作成にあたっての課題と
着目点（一次審査）（段階的選抜方
式対象工事の場合）

様式一提案１　【（改善）技術提案意思確
認書】評価項目①および②

評価項目①および②において、鋼板巻立ての根巻きコン
クリートは着目点の対象に含まれますでしょうか。

鋼板巻立ての根巻コンクリートは評価の対象となります。

9 質問書A(申請書等に関する質問) 入札公告（説明書）　※技術提案書
に係る評価項目、評価基準に関する
部分を除く

競争参加資格要件等一覧表　競争参加要件
施工実績　同種工事ｂ）①

水平分担構造は、上部工の耐震補強工事の実績と認めら
れるでしょうか。

道路橋における耐震補強を目的とした施工実績であれば、入札公告
（説明書）に示す競争参加要件の施工実績の同種工事b)①に含まれ
ます。

10 質問書A(申請書等に関する質問) 入札公告（説明書）　※技術提案書
に係る評価項目、評価基準に関する
部分を除く

競争参加資格要件等一覧表　競争参加要件
施工実績　同種工事ｂ）②

「道路橋における上部工の新設工事」とありますが、鋼
橋、コンクリート橋等、種別は問わないと考えてよろし
いですか。

種別は問いません。

首都圏中央連絡自動車道　入間インターチェンジ橋耐震補強工事


